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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 375,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式
単元株式数　100株

　（注）１　平成23年11月18日（金）開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成23年11月18日（金）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式2,200,000株の一般募

集（以下、「一般募集」という。）及び当社普通株式300,000株の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出

し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、375,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会

社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメン

トによる売出し」という。）を行う場合があり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証

券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」とい

う。）であります。

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロット

メントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合

があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成23年12月28日（水）までの間

（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限

として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を

行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ

ンジケートカバー取引期間内においても、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の判断で、シンジケートカ

バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケー

トカバー取引を終了させる場合があります。

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安

定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第

三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。

したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本

件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 375,000株 114,997,500 57,498,750

一般募集 － － －

計（総発行株式） 375,000株 114,997,500 57,498,750

　（注）１　「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券

キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおり

であります。

 割当予定先の氏名又は名称 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

 割当株数 375,000株

 払込金額の総額 114,997,500円

 割当てが行われる条件 「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり

２　「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があり

ます。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま

す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額としま

す。

４　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成23年11月14日（月）現在の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格（円）
資本組入額
（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１

未定
（注）１

100株 平成23年12月30日（金）
該当事項はあ
りません。

平成24年１月４日（水）

　（注）１　発行価格及び資本組入額については、平成23年11月29日（火）から平成23年12月１日（木）までの間のいずれかの日

に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額といたします。

２　全株式を大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社から申込みがない場合には、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利

は消滅します。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格

と同一の金額を払込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

八洲電機株式会社 東京都港区新橋三丁目１番１号
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（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　神田支店
株式会社みずほ銀行　新橋支店

東京都千代田区神田小川町二丁目５番地１
東京都港区新橋二丁目１番３号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

114,997,500 1,000,000 113,997,500

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成23年11月14日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限113,997,500円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会において決議さ

れた一般募集の手取概算額660,652,000円と合わせ、手取概算額合計上限774,649,500円について、全額を平成24年９

月末までに統合基幹系業務ソフトの導入資金に充当し、残額が生じた場合は平成24年３月末までに短期借入金の返済

資金の一部に充当する予定であります。

　当社は、事業・業容の拡大と共に発注・仕入システム、販売システム、会計システムなどをその都度拡張した経緯が

あり、社内に複数のシステムが構築されております。統合基幹系業務ソフトの導入により、複数のシステムを一元化す

ることで経理業務の効率化による決算時の開示業務の迅速化、及び仕入数量、販売数量、会計数値等の計数情報の一元

的な管理による経営意思決定の迅速化を図る予定であります。

　なお、設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　１　設備計画の変更」に記載のとおりであり、投資予定額

の総額1,425百万円から既支払額609百万円を控除した816百万円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決

定日に決定される手取概算額合計上限が816百万円を超えた場合、残額については上記の通り短期借入金の返済に充

当する予定であります。

 

第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　（1）　

重要な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日（平成23年11月18日）現在、以下のとおりとなっております。

 

（1）　重要な設備の新設等

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出
会社

本社
(東京都
港区)

システム・ソ
リューション
事業、電子デバ
イ ス ・ コ ン
ポーネント事
業、全社共通

統合基幹系
業務ソフト

1,425609
増資資金、
自己資金
及び借入金

平成22年
４月

平成24年
５月

－

（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

２　事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第67期事業年度）及び四半期報告書（第68期第２四半期）（以下、「有

価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書

提出日（平成23年11月18日）までの間において変更及び追加すべき事由が生じております。以下の内容は、当該事業等のリスク

を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については、　　　罫で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成23年

11月18日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

[事業等のリスク]

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりです。また、必ずしも事業

等のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項

については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認

識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。

なお、文中の将来に関する事項は本有価証券届出書提出日（平成23年11月18日）現在において当社グループが判断したもので

あります。

 

(1)　㈱日立製作所及び㈱日立製作所の連結子会社並びに持分法適用会社（以下 日立グループ会社）との関係について

①特約店契約について

当社グループは、日立グループ会社と特約店契約を締結しております。同契約は、当社グループの事業活動の前提となって

おりますが、それら契約の主な契約期間及び解除事由は個々の契約で異なり、概ねその基本的な規定事項としては、手形の不

渡り・差押え・仮差押え・仮処分・競売・破産・民事再生・会社更生・債務不履行・監督官庁からの営業許可の取消処分等

に該当する場合となっております。現時点では解除事由を含めてそれらの契約の継続に支障を来す要因は発生しておりませ

ん。
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しかしながら、それらの契約の継続に支障を来す要因が発生した場合には事業活動に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。

当社と㈱日立製作所は昭和25年３月に特約店契約を締結して以降、日立グループ会社の増加や統合とともに当社グループ

も日立グループ会社と特約店契約を締結し、その業容を拡大してきました。

特約店契約は、相互に業務の発展を図ることを目的としており、当社は当該契約を締結している日立グループ製品の販路拡

充に最善の努力をなすことが謳われております。また、当該契約書では当社グループの主な取扱製品、主に担当する販売地域

及び支払条件等が記載されております。

現在、当社グループが特約店契約を締結している日立グループ会社とは良好な関係にあるものと認識しており、共存共栄の

間柄ではありますが、当社グループと日立グループ会社との関係に変化が生じた場合、あるいは日立グループ会社の特約店戦

略や特約店各社に対する諸条件もしくは当社グループに対する戦略が変更された場合等には、上記特約店契約の内容等に変

更の可能性があり、その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②仕入依存度について

当社グループの㈱日立製作所及び主な日立グループ会社からの仕入高は第67期連結会計年度及び第68期第２四半期連結累

計期間においてそれぞれ715億60百万円及び218億86百万円と当社グループ仕入高全体のそれぞれ83.6％及び71.8％を占めて

おります。

したがって、日立グループ会社の製品に重要な問題が発生した場合等、日立グループ会社のブランドイメージが著しく低下

した場合には、当社グループが取り扱っている日立グループ会社の製品の競争力が低下し、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、日立グループ会社から報奨金を受け取っております。この報奨金は、日立グループ会社により定めら

れている対象製品の取扱高等の諸条件に応じて変動するものです。

日立グループ会社から受け取った当社グループの報奨金額は第66期連結会計年度（自 平成21年４月１日　至 平成22年３

月31日）においては97百万円、第67期連結会計年度（自 平成22年４月１日　至 平成23年３月31日）においては1億17百万円、

第68期第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年９月30日）においては51百万円となっております。

この報奨金については、日立グループ会社により定められる諸条件の変更に伴い変動するため、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、仕入実績は下記の通りです。

仕入先

第66期連結会計年度

(自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日)

第67期連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)

第68期第２四半期

連結累計期間

(自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日)

金額

(百万円)

割合

(％)

金額

(百万円)

割合

(％)

金額

(百万円)

割合

(％)

㈱日立製作所 21,312 22.0 18,746 21.9 8,402 27.6

主な日立グ

ループ会社
61,673 63.7 52,814 61.7 13,483 44.3

上記合計 82,986 85.7 71,560 83.6 21,886 71.8

連結仕入高 96,806 100.0 85,567 100.0 30,462 100.0

(注)　上記表の「主な日立グループ会社」の金額は、日立グループ会社のうち、特に取引金額の大きい㈱日立ディスプレイズ、ル

ネサスエレクトロニクス販売㈱、㈱日立産機システム、㈱日立プラントテクノロジー、三菱日立製鉄機械㈱、日立アプライアンス

㈱、㈱日立ビルシステムの７社からの仕入金額を合計したものであります。
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③売上高の純額表示について

当社グループは、包括代理受注契約（請負人の代理人として契約し、その権利・義務を承継する取引）等を締結しており、

当該契約に基づく取引については、売上高を純額表示しております。

当社グループは商社という事業形態であり、基本的には総額表示で売上高及び売上原価を計上しておりますが、今後も取引

内容を鑑み、包括代理受注契約等に基づく取引とそれに類似した取引については純額表示への変更をいたします。

したがって、今後の取引内容の見直しや契約の変更等の理由により、前期と比較する場合の経営成績（受注高及び売上高）

に影響を及ぼす可能性があります。

④当社グループへの出資について

当社グループは、販売力強化、顧客サービスの向上等を目的とした日立グループ会社との関係強化のため、㈱中国パワーシ

ステムは㈱日立製作所から33.3％の出資を受けております。

したがって、日立グループ会社からの出資割合に変更があった場合には、当社のグループ戦略等を見直す必要性が生じ、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2)　当社グループの経営戦略について

当社グループは従来、日立グループ会社の特約店として同グループ製品を中心に据えた営業政策を取り、順次販売力を強化

してまいりました。これと並行して当社グループの規模拡大や経済環境の変化に対応すべく、経営戦略としてシステム・ソ

リューション事業並びに電子デバイス・コンポーネント事業に幅広く展開してまいりました。しかしながら、今日のような経

営環境においては、市場環境、経済状況、市場ニーズ等をいち早く察知し、対応を図らなくてはなりませんが、多様な情報入手の

十分性確保には限界があり、それによって時期を逸するなどの対策の遅れから、停滞在庫の発生による不良資産の増加や、製品

投入遅れによる受注機会の逸失等、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、近年は主に環境問題、省エネルギー、高効率化などを追求する顧客ニーズが急速に多様化し、それに対応するためエン

ジニアリング力の強化及び、より付加価値の高い当社独自のソリューションビジネスへの期待が高まっております。しかしな

がら、このようなソリューションビジネスではメーカーの製品が持つ機能に当社のノウハウを付加するビジネスの割合が増え

ることを意味するもので、当然、品質管理に関して負う責任の重要性も拡大してまいります。この場合、当社は製造部門を持た

ないことから日立グループ会社及びその他の外注メーカーとの連携が必要となります。その際、製品・サービスに関する契約

を明確に致しますが、事故・クレーム等の原因について責任が明確になるまで、当社グループが顧客に提供する製品・技術・

サービスについては一義的に責任を負うことがあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

また、当社グループは、今後も新たな成長事業の創出及び既存事業における更なる高収益の追求を目指し、利益を生み出すこ

とのできる体質への改善に積極的に取り組んで行きます。しかし、当グループが事業を遂行する上において、今回発生した東日

本大震災のような地震・津波などの自然災害、経済環境、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融、株式市場、政府等による規制、

仕入先の供給体制、商品の確保、また人材の確保、喪失等により当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。
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(3)　外部環境が業績に及ぼす影響について

①システム・ソリューション事業と設備投資動向の連動性について

当社グループのシステム・ソリューション事業は、鉄鋼、非鉄金属、石油、化学、精密機械、製紙、薬品、建設、運輸、公共、流通、

サービス業を営む一般企業や官公庁に対して電気機器、電子情報機器、産業用設備、空調関連機器等の販売及び設置工事等を

行っております。この事業は、国内設備投資の動向に影響を受ける傾向があります。

したがって、国内設備投資動向が悪化した場合及び当社グループの主要顧客が属する事業分野の市況が悪化した場合等に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②電子デバイス・コンポーネント事業について

当社グループの電子デバイス・コンポーネント事業は、主に電気・電子機器関連メーカーやゲーム機器メーカーに対し、液

晶、システムLSI、汎用マイコン、汎用半導体等の電子デバイス製品を販売しております。これらの製品は、当社グループの顧客

が販売する製品の市況に左右されるため、需要変動が激しく、製品サイクルも短いことが特徴です。このような背景から需給

バランスが取れないことが多く、変化する半導体価格の動向次第で仕入価格が大きく影響を受けます。

このように、価格が短期間で大幅に変動した場合や当社グループの主要顧客の商品の販売動向及び生産状況等によって、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)　売上高の下期偏重について

当社グループのシステム・ソリューション事業は、プラントシステム、産業システム、社会システムの３分野で構成されてお

りますが、プラントシステム分野における生産設備機器を含む工事物件や、社会システム分野における官公庁・公共事業物件

の場合、工事完了及び検収時期が年度末に集中することが多く、売上高が特に第４四半期に集中する傾向があります。

 

(5)　特定の販売先への依存について

当社グループの平成23年９月末における販売先は約4,500社と多岐にわたっておりますが、当社グループの電子デバイス・

コンポーネント事業における主要販売先の任天堂㈱に対する販売高は第67期連結会計年度及び第68期第２四半期連結累計期

間においてそれぞれ288億9百万円及び26億55百万円と当社グループ販売高全体のそれぞれ30.2％及び7.5％を占めておりま

す。

同社は引き続き当社グループの主要な販売先であると認識しており、同社の当社への需要の増減や契約に変更が生じた場

合、当社の電子デバイス・コンポーネント事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、販売実績は下記のとおりです。

相手先

第66期連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

第67期連結会計年度

(自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日)

第68期第２四半期

連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年９月30日)

販売高

(百万円)

割合

(％)

販売高

(百万円)

割合

(％)

販売高

(百万円)

割合

(％)

任天堂㈱ 39,857 37.1 28,809 30.2 2,655 7.5
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(6)　法的規制について

当社グループは、広範囲の事業展開を行っているため種々の法的規制（建設業法、輸出管理法令等）を受けております。これ

ら法的規制は将来において変更される可能性があり、また現在予期しえない法的規制等が設けられる可能性もあります。

その場合たとえば、建設業法においては当社グループの工事売上高に影響し、技術資格においては、資格保有者の確保が確実

となるまで受注機会を逸する可能性が発生します。また、輸出管理法令に関しては、現在、直接輸出物件は少ないものの、全ての

取引において輸出管理法令等に抵触しないことと、手続きを漏れなく厳正に行われなければ、刑事上、行政上の処分を受ける可

能性があります。

したがって、当社グループがこれらの法的規制等の対応に遅れを生じた場合、対象となる営業の全部又は一部の停止命令や

許可取消等の行政処分あるいは当社グループ顧客等からの信頼の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

 

(7)　有価証券の保有状況について

当社グループは、販売・仕入に係る取引先及び取引金融機関の株式を中心に、平成23年９月末において投資有価証券16億66

百万円を保有しております。このうち、株式の多くは上場しており、株式市場の価格変動リスクを負っております。

したがって、株式市場における相場の大幅な変動により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

なお、有価証券に係る時価に関する情報は、第67期有価証券報告書中「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　(1)連結財務諸

表　注記事項（有価証券関係）」に記載しております。

 

(8)　退職給付債務について

当社グループは、確定拠出の性格を併せもつ確定給付企業年金制度（キャッシュバランス制度）を採用しており、将来期間

の業績及び財政状態へのリスク軽減を図っております。しかし、従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算で設定され

る前提条件や年金資産の期待運用収益率等に基づいて算定されており、実際の結果が前提条件と異なる場合又は変更された場

合、その影響は将来期間の、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9)　債権管理について

当社グループの販売先は多岐にわたり、その規模や業種も多種多様であります。債権管理には特に注力し、販売先の業態・資

力に応じた信用限度設定を行うとともに、必要に応じて担保等の提供を受けるほか、信用状態の継続的な把握をするなど、不良

債権の発生防止に努めております。また、貸倒引当金の計上に関しては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しておりますが、景気の動向等によって

は、貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10)　物流の外部委託について

当社グループの物流は㈱日立物流をはじめとする外部の専門企業に全面委託しております。当社の商品を取扱う拠点は国内

に６箇所あり、拠点毎に保管条件や配送条件等は異なっております。

したがって、委託先企業はそれぞれの条件に応じて、複数存在しますが、その取引条件の変更や、事故等によるトラブル発生

の場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(11)　情報セキュリティについて

当社グループは、事業を行うにあたり取引先や営業に関する情報、又は当社グループや取引先の技術情報等当社グループの

事業に関して多くの秘密情報を保有しており、当社グループではコンピューターウイルス対策及びネットワーク管理等の情報

保護に関する社内細則を定め、入退館システムの導入、情報管理に関する社内教育の徹底及び外部委託先との機密保持契約の

締結を行い、当社グループからの情報漏洩を未然に防ぐ対策を講じております。このような対策にもかかわらず、予期せぬ事態

により情報が流出した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループと日立グループ会社の一部とは、業務の効率化及び納期の短縮等を目的として、サーバーの共有による取

引データ等の情報を共有しており、日立グループ会社が保守管理を行うシステムで受発注を行い、それに伴う取引データ等の

情報を日立グループ会社と共有しております。

したがって、予期せぬ事態により当該システムやサーバー等に不具合が発生した場合や情報が流出した場合等には、同様の

影響が考えられます。

 

(12)　自然災害について

地震等の自然災害により当社グループの事業所・設備や社員などに対する被害が発生し、営業活動に支障が生じる可能性が

あります。

なお、当社グループでは社員の安否確認や災害対策マニュアルの作成及び防災訓練などの対策を講じてきておりますが、自

然災害による被害を完全に回避できるものではなく、被害が発生した場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

３　臨時報告書の提出

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第67期事業年度）の提出日（平成23年６月28日）以後、本有価証券届出

書提出日（平成23年11月18日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

　その内容は以下のとおりであります。

 

（平成23年６月29日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　平成23年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(１) 株主総会が開催された年月日

　　平成23年６月28日
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(２) 決議事項の内容

　　第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　　　１株につき金13円　　総額　　249,683,915円

　　　　　　　　ロ　効力発生日

　　　　　　　　　　平成23年６月29日

 

　　第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るために、現行定款第２条に定める事業目的を一部変更するも

のであります。

 

　　第３号議案　取締役８名選任の件

落合　憲、田嶋三郎、嶋屋幸彦、太田明夫、平山和久、守屋　昇、松尾裕之、及び今町和至の８名を取締役に選任する

ものであります。

 

　　第４号議案　補欠監査役２名選任の件

樋口正宏及び山内　豊の両名を補欠監査役に選任するものであります。

 

(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決

議の結果

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案
剰余金の処分の件

128,776 42 0 （注）１ 可決 90.52

第２号議案
定款一部変更の件

128,776 42 0 （注）２ 可決 90.52

第３号議案
取締役 ８名選任の件

　 　 　

（注）３

  

落合　憲 128,751 67 0 可決 90.50

田嶋　三郎 128,664 154 0 可決 90.44

嶋屋　幸彦 128,749 69 0 可決 90.50

太田　明夫 128,749 69 0 可決 90.50

平山　和久 127,503 1,315 0 可決 89.63

守屋　昇 127,415 1,403 0 可決 89.56

松尾　裕之 128,666 152 0 可決 90.44

今町　和至 128,750 68 0 可決 90.50
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決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果及び
賛成（反対）割合

（％）

第４号議案
補欠監査役２名選任の件

　 　 　 　   

樋口　正宏 128,763 55 0 （注）３ 可決 90.51

山内　豊 128,764 54 0 　 可決 90.51

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３

分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過

半数の賛成による。

 

(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議

決権の数は加算しておりません。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度

（第67期）

　自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日

平成23年６月28日

関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第68期第２四半期）

　自　平成23年７月１日

　至　平成23年９月30日

平成23年11月11日

関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に

基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年６月29日

八洲電機株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 山　　本　　　　　守　　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 栗　　原　　幸　　夫　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている八洲電機株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、八洲電機株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、八洲電機株式会社

の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し

て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、八洲電機株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年６月28日

八洲電機株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 山　　本　　　　　守　　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 栗　　原　　幸　　夫　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている八洲電機株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、八洲電機株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、八洲電機株式会社

の平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し

て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、八洲電機株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年６月29日

八洲電機株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員

業務執行社員
公認会計士 山　　本　　　　　守　　㊞

指定社員

業務執行社員
公認会計士 栗　　原　　幸　　夫　　㊞

　
　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている八洲電機株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第66期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、八洲電機株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

八洲電機株式会社(E02812)

有価証券届出書（組込方式）

19/21



独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年６月28日

八洲電機株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 山　　本　　　　　守　　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 栗　　原　　幸　　夫　　㊞

　
　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている八洲電機株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第67期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、八洲電機株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報　

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年２月25日に子会社である株式会社ヤシマ・エコ・

システムとの間で吸収分割契約を締結し、平成23年４月１日に空調機器製品等の販売・工事事業を承継して

いる。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月11日

八洲電機株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    平    井   　 　　清    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    栗    原    幸    夫    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている八洲
電機株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平
成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年９
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、八洲電機株式会社及び連結子会社の平成23年
９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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